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会 議 次 第 

 

 

1 開 会 

  

2 委員の紹介 

  

3 議 題 

  

(1) 部会長及び部会長代理の選出について 

  

(2) 愛知地方最低賃金審議会愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金

専門部会の運営について 
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て 

  

(4) その他 

  

4 閉 会 
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愛知地方最低賃金審議会 
愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 

最低賃金専門部会運営規程 
 
（目的） 
第１条 愛知地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）に設置する愛知県製

鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金専門部会（以下「専門部会」とい
う。）の議事運営は、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審
議会令（昭和３４年政令第１６３号）に定めるもののほか、この規程の定めると
ころによる。 

（構成） 
第２条 専門部会の委員の数は、9人とする。 
（会議の招集） 
第３条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたとき

のほか、愛知労働局長（以下「局長」という。）、３人以上の委員から開催の請
求があったとき、部会長が招集する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付
議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通知し
なければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少
なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局
長に通知するものとする。 

（委員の欠席） 
第４条 部会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の

送受信により、相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステ
ムをいう。次項においても同じ。）を利用する方法によって、会議に出席するこ
とができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金審議会令第
６条第６項により準用する同令 第５条第２項及び第３項に規定する会議への出
席に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を部会
長に通知しなければならない。 

４ 委員は、旅行その他の事由によって長期不在となるときは、あらかじめ部会長
に通知しなければならない。 

（会議の議事） 
第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 
２ 委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けるものと

する。 
３ 専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意

見を聴くことができる。 

（案） 
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（会議の公開） 
第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報

の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に
侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性
が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とすること
ができる。 

２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な
措置をとることができる。 

（議事録及び議事要旨） 
第７条 会議の議事については、議事録を作成するものとする。 
２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開とすることに

より、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権
利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意
思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、議事録の
一部又は全部を非公開とすることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 
（報告） 
第８条 部会長は、会議において議決を行ったときは、議決書を審議会会長に報告

するものとする。 
（専門部会の廃止） 
第９条 専門部会は、その専門部会に係る最低賃金についての審議会の意見に関す

る異議の申出期間が満了したときをもって、これを廃止する。 
（雑則） 
第10条 この規程に定めるもののほか、専門部会の議事及び運営に関し必要な事項

は、専門部会の議決に基づき、部会長が定める。 
 
（規程の改廃） 
第11条 この規程の改廃は、審議会又は専門部会の議決に基づいて行う。 
附 則 
（施行期日） 
この規程は、令和６年  月  日から施行する。 
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⑪-⑫

現行最賃 差額

⑤÷③ 時間額

⑥組合数 ⑦労働者数 ⑧組合数 ⑨労働者数 [⑦÷③]
（人) (人) (人) ④－⑥ ⑤－⑦(人) （％） (円) (円) (円) (円)

77.6
77.6
35.8
33.6
48.8
48.8
71.7
60.7
57.5
47.2

  (注) １  申出者は、５業種すべて日本労働組合総連合会愛知県連合会（会長：可知洋二）である。

       ２  産業分類の適用範囲の詳細は次のとおりである。

 　　　　・　Ｅ２６＝Ｅ２６のうち建設用ショベルトラック製造業を除く。

         ・　Ｅ２９＝Ｅ２９のうち医療用計測器製造業(心電計製造業を除く｡)を除く。

         ・　Ｅ３１＝Ｅ３１１＋Ｅ３１２＋Ｅ３１４＋Ｅ３１５＋Ｅ３１９(自転車･同部分品製造業を除く｡)（建設用ショベルトラック製造業を含む。）

         ・  Ｉ５９１＝Ｉ５９１１（細分類）

       ３　「労働協約等」について、賃金の最低額の定めを含む労働協約（労働組合法第14条に規定する要件を満たしたものに限る。）が締結されている場合。

　 　「機関決定」については、労働組合又は使用者団体により最低賃金を改正することが必要であるとの機関決定が行われている場合。

        令和６年度特定最低賃金の改正決定に関する申出書の内容等一覧       

① ② 具    体    的　　申　　出　  内    容 ⑪-
地賃
差額

⑬

項　目   

種

類

申

出

ケ

ー

ス

提

出

月

日

③労働者数

 申  出  の  合  意  労  働  者  数  等
⑩合意比率 

協約による
最低額

受

理

月

日

④組合数 ⑤労働者数
うち労働協約等 うち機関決定等

⑪時間額 ⑫時間額 時間額
    産　業

E221
E222
E223

製 鉄 業 ､
製 鋼 ･ 製 鋼 圧 延 業 ､
鋼 材 製 造 業

改正
労働
協約

6/21 12,850 10 9,966 10 9,966 0 0 1,130 1,059 71 103 6/24

E25
E26
E27

は ん 用 機 械 器 具 、
生 産 用 機 械 器 具 、
業 務 用 機 械 器 具 製 造 業

改正
労働
協約

6/21 86,540 18 30,965 11 29,067 7 1,898 1,079 (1,027) 52 52 6/24

E28
E29
E30

電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ・電子回路、

電 気 機 械 器 具 ､
情報通信機械器具製造業

改正
労働
協約

6/21 69,650 19 34,003 18 33,955 1 48 1,125 (1,027) 98 98 6/24

E31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 改正
労働
協約

6/21 267,000 55 191,511 28 162,113 27 29,398 1,100 1,028 72 73 6/24

I591 自 動 車 ( 新 車 ) 小 売 業 改正
労働
協約

6/21 18,440 12 10,598 9 8,712 3 1,886 1,084 （1,027） 57 57 6/24
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令和 6 年度 特定最低賃金の審議の流れ 

  
※法は「最低賃金法」          

※日付は本年度の審議日程（予定を含む） 

検討小委員会 

（改正の必要性有無の審議） 
 愛知地方最低賃金審議会 

    斜字は審議会の開催回数 
 専門部会 

（金額審議） 

     

6.3.29 
意向表明（改正６業種） 

（法第 15 条第 1 項） 
  

              

6.6.24 改正、新設の申出書受理（5 業種）   

               

検討小委員会の設置 
6.7.4 

 

514 回 

改正、新設の必要性有無の諮問 

（法第 15 条第 2 項） 

  

           

3 回の審議 

改正の必要性有無の報告 

6.8.5 
516 回 

改正、新設の必要性有無の答申 

（2 業種必要性有） 

  

            

 
金額改正の諮問（2 業種） 

（法第 15 条第 2 項） 
 2 業種専門部会設置 

     

 6.10.16 
518 回 金額改正の答申（2 業種） 

（法第 15 条第 5 項） 
 

各部会での審議 

2 業種専門部会報告  
  

 

 

答申要旨公示（15 日間） 

異議申出公示（15 日間） 

（法第 11 条第 1、2 項） 

 

 

 
   

6.11.1 
519 回 異議審議の諮問・答申 

（法第 15 条第 3 項、法第 11 条第 3 項） 
 

 

 

6.11.15 

         

 

 

 官報公示（30 日間） 

（法第 19 条第 1 項） 
 

  

 

  12 月 16 日効力発効 

（法第 19 条第 2 項） 
 （指定日発効）  
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愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金適用早見表 
 

最 低 賃 金 件 名         
適 用 対 象 業 種               

（日本標準産業分類） 

適用除外業務 

（特有の軽易業務等） 

製鉄業、製鋼・製鋼 

圧延業、鋼材製造業 

ア.E221 製鉄業 

イ.E222 製鋼・製鋼圧延業 

ウ.E223 製鋼を行わない鋼材製造業(表

面処理鋼材を除く) 

エ.E220 アからウまでに掲げる産業に

おいて管理，補助的経済活動を行う

事業所 

オ.L7282 純粋持株会社(管理する全子

会社を通じての主要な経済活動が

アからウまでに掲げる産業に分類

されるものに限る｡) 

軽易な運搬の業務 

 

(注１)  各産業別最低賃金の適用対象業種は、原則として日本標準産業分類に基づく。 

(注２)  次に掲げる者及び各産業別最低賃金の「適用除外業務」に主として従事する者

については、『愛知県最低賃金』が適用される。 

①  １８歳未満又は６５歳以上の者。 

②  雇入れ後３か月未満の者であって、技能習得中のもの。 

③  清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者。 
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時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額 時間額 引上額

(発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効日) (引上率) (発効予定日) (引上率) (発効予定日) (引上率) (発効予定日) (引上率)

800 20 820 20 845 25 871 26 898 27 926 28 927 1 955 28 986 31 1,027 41 1,077 50

(H2610.1) (2.56) (H2710.1) (2.50) (H2810.1) (3.05) (H29.10.1) (3.08) (H30.10.1) (3.10) (R1.10.1) (3.12) (R2.10.1) (0.11) (R3.10.1) (3.02) (R4.10.1) (3.25) (R5.10.1) (4.16) (R6.10.1) (4.87)

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

時間額
引上額

(地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率) (地賃比) (引上率)

732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16) 732 (H20.12.16)

899 14 912 13 926 14 941 15 957 16 975 18 976 1 996 20 1018 22 1059 41

(112.3) (1.58) (111.2) (1.45) (109.6) (1.54) (108.0) (1.62) (106.6) (1.70) (105.3) (1.88) (105.3) (0.10) (104.3) (2.05) (103.2) (2.21) (103.1) (4.03)

870 12 882 12 896 14 911 15 928 17 947 19 948 1 968 20 968 (R3.12.16) 968 (R3.12.16) 968 (R3.12.16)

(108.8) (1.40) (107.6) (1.38) (106.0) (1.59) (104.6) (1.67) (103.3) (1.87) (102.3) (2.05) (102.3) (0.11) (101.4) (2.11)

827 14 841 14 856 15 875 19 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16) 875 (H29.12.16)

(103.4) (1.72) (102.6) (1.69) (101.3) (1.78) (100.5) (2.22)

837 14 852 15 867 15 883 16 901 18 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16) 901 (H30.12.16)

(104.6) (1.70) (103.9) (1.79) (102.6) (1.76) (101.4) (1.85) (100.3) (2.04)

877 14 890 13 904 14 919 15 936 17 955 19 957 2 976 19 997 21 1,028 31

(109.6) (1.62) (108.5) (1.48) (107.0) (1.57) (105.5) (1.66) (104.2) (1.85) (103.1) (2.03) (103.2) (0.21) (102.2) (1.99) (101.1) (2.15) (100.1) (3.11)

859 13 873 14 888 15 904 16 921 17 941 20 943 2 943 (R2.12.16) 943 (R2.12.16) 943 (R2.12.16) 943 (R2.12.16)

(107.4) (1.54) (106.5) (1.63) (105.1) (1.72) (103.8) (1.80) (102.6) (1.88) (101.6) (2.17) (101.7) (2.17)

810 11 823 13 847 24 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16) 847 (H28.12.16)

(101.3) (1.38) (100.4) (1.60) (100.2) (2.92)

800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16) 800 (H19.12.16)

発　効　日※

注）網掛け箇所は当該年度での金額改正が行われなかったもの（カッコ内は発効日）

最  低  賃  金  引  上  状  況  等  の  推  移  （ 愛  知 ）　 令和５年度版

令和3年度平成28年度

単位：時間額，引上額(円）

26 27 28 示されず 41

平成29年度 平成30年度 令和2年度

28

令和元年度

19

令和5年度

(2.44) (2.38)

2.1

(4.16)(3.02)

1.4 1.4 1.3

(3.08) (3.10) (3.12)

0.4

目　　安　　額　　(円）

平成27年度

1.2

(3.05)

19

区        分

1.5 0.8 1.3
改定状況調査による

賃金上昇率　(％)

精 密 機 械 器 具
製 造 業

電 気 機 械 器 具
製 造 業

　区　　　　分

平成26年度

(R2.12.16)(H29.12.16）(H26.12.16） (H27.12.16） (H28.12.16） (R1.12.16)(H30.12.16) (R3.12.16) R5.12.16

愛知県最低賃金

自 動 車 ( 新 車 ) ・
同 部 品 小 売 業

令和6年度

50
(4.87)

2.3

特
　
　
定
　
　
最
　
　
低
　
　
賃
　
　
金

染 色 整 理 業

鉄 鋼 業

はん用機械器具
製 造 業

輸送用機械器具
製 造 業

自 動 車 ( 新 車 )
小 売 業

各種商品小売業

[引上率（％）]

25

令和4年度

31
(3.25)

1.5

(R4.12.16)

－
7
－

satoutkf
四角
ここにメモを書いてください。
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年 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3 R4 R5

時間額 868円 874円 885円 899円 912円 926円 941円 957円 975円 976円 996円 1018円 1059円 

引上額 6円 6円 11円 14円 13円 14円 15円 16円 18円 1円 20円 22円 41円 

引上率 0.70% 0.69% 1.26% 1.58% 1.45% 1.54% 1.62% 1.70% 1.88% 0.10% 2.05% 2.21% 4.03%

愛 知 労 働 局

愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 (時間額 ) の推移

6円 6円
11円

14円 13円 14円 15円 16円 18円

1円

20円 22円

41円

円

10円

20円

30円

40円

50円

23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3 R4 R5

0.70%

0.69%

1.26%
1.58% 1.45% 1.54%

1.62%

1.70%

1.88%

0.10%

2.05%
2.21%

4.03%

0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%

23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3 R4 R5

年

年

年

引上額

引上率

868円 874円 885円 899円 912円 926円 941円 957円 975円 976円 996円 1018円 1059円

円

200円

400円

600円

800円

1000円

1200円

23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3 R4 R5

時間額

年

－8－
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令和６年 最低賃金に関する基礎調査について（確定値） 
 

＜調査の概要＞ 
１ 調査の目的 

中小零細企業又は事業所の労働者の賃金の実態等を把握し、地方最低賃金審議会にお

ける最低賃金の決定、改正等の審議に資することを目的とする。 

２ 調査の範囲 

（１）対象地域：愛知県全域 

（２）対象産業、事業所規模 

産業 規模 

製造業、情報通信業のうち新聞業、出版業 100 人未満 

卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、

宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽

業、医療、福祉、サービス業（他に分類されないもの） 

30 人未満 

 

３ 調査方法 

 事業所母集団データベースにおける母集団のうち、上記産業、規模の調査対象事業所数

約 97,000 事業所から、都道府県、産業、事業所規模（1～9 人、10～29 人、30～99 人）

別に層化無作為抽出により選定した事業所 2,854 に対し標本調査を実施した。 

（７月 21日現在の有効回答 標本労働者数 17,110 人 事業所数 1,463 ） 

４ 調査対象労働者、項目 

 対象労働者：令和６年６月１日において上記事業所に雇用される労働者 

 調査項目：性、就業形態、年齢、勤続年数、職種又は仕事の内容、当年６月分の賃金形

態、当年６月分の基本給額（見込額）、当年６月分の精皆勤手当、通勤手当、

家族手当及びその他の手当（各見込額）、当年６月分の月間所定労働日数、

当年６月分の 1日の所定労働時間数 

５ 調査組織、調査実施期間 

  愛知労働局（労働基準部賃金課）、令和６年５月～７月 

－9－
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総括表（１）（産業・就業形態別の賃金額階級別、規模別、地域別、年齢別表）
06年 総括表（１） 産業：製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 就業形態：（全て） 産別適用除外除く

地域別
１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 愛知 １７歳以下 １８～１９歳 ２０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上

1,269 38 268 962 1,269 33 1,093 89 53
11 11 11 6 5

1057 1057 (0.9) (1.2) (0.9) (17.3) (0.5)
14 3 11 14 6 8

1058 1058 (1.1) (7.9) (1.2) (1.1) (17.3) (0.8)
17 3 14 17 6 8 3

1059 1059 (1.3) (7.9) (1.4) (1.3) (17.3) (0.8) (5.0) 特定最低賃金

17 3 14 17 6 8 3
1060 1060 (1.3) (7.9) (1.4) (1.3) (17.3) (0.8) (5.0)

17 3 14 17 6 8 3
1061 1061 (1.3) (7.9) (1.4) (1.3) (17.3) (0.8) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1062 1062 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1063 1063 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1064 1064 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1065 1065 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1066 1066 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1067 1067 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1068 1068 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1069 1069 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1070 1070 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1071 1071 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1072 1072 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1073 1073 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1074 1074 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1075 1075 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3
1076 1076 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0)

19 3 16 19 6 11 3 愛知県

1077 1077 (1.5) (7.9) (1.7) (1.5) (17.3) (1.0) (5.0) 地域別最低賃金

年齢別
（３手当を除く）

計

時間当り所定内賃金額（円）
合計

規模別

－
1
0
－
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22 3 3 16 22 6 14 3
1078 1078 (1.8) (7.9) (1.1) (1.7) (1.8) (17.3) (1.3) (5.0)

26 3 3 20 26 6 18 3
1079 1079 (2.0) (7.9) (1.1) (2.1) (2.0) (17.3) (1.6) (5.0)

26 3 3 20 26 6 18 3
1080 1080 (2.0) (7.9) (1.1) (2.1) (2.0) (17.3) (1.6) (5.0)

26 3 3 20 26 6 18 3
1081 1081 (2.0) (7.9) (1.1) (2.1) (2.0) (17.3) (1.6) (5.0)

26 3 3 20 26 6 18 3
1082 1082 (2.0) (7.9) (1.1) (2.1) (2.0) (17.3) (1.6) (5.0)

26 3 3 20 26 6 18 3
1083 1083 (2.0) (7.9) (1.1) (2.1) (2.0) (17.3) (1.6) (5.0)

26 3 3 20 26 6 18 3
1084 1084 (2.0) (7.9) (1.1) (2.1) (2.0) (17.3) (1.6) (5.0)

26 3 3 20 26 6 18 3
1085 1085 (2.0) (7.9) (1.1) (2.1) (2.0) (17.3) (1.6) (5.0)

26 3 3 20 26 6 18 3
1086 1086 (2.0) (7.9) (1.1) (2.1) (2.0) (17.3) (1.6) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1087 1087 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1088 1088 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1089 1089 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1090 1090 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1091 1091 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1092 1092 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1093 1093 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1094 1094 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1095 1095 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1096 1096 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1097 1097 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1098 1098 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

28 5 3 20 28 6 20 3
1099 1099 (2.2) (13.2) (1.1) (2.1) (2.2) (17.3) (1.8) (5.0)

29 6 3 20 29 6 21 3
1100 1100 (2.3) (15.8) (1.1) (2.1) (2.3) (17.3) (1.9) (5.0)

29 6 3 20 29 6 21 3
1101 1101 (2.3) (15.8) (1.1) (2.1) (2.3) (17.3) (1.9) (5.0)

32 6 3 23 32 6 23 3

－
1
1
－



1102 1102 (2.5) (15.8) (1.1) (2.4) (2.5) (17.3) (2.1) (5.0)
32 6 3 23 32 6 23 3

1103 1103 (2.5) (15.8) (1.1) (2.4) (2.5) (17.3) (2.1) (5.0)
32 6 3 23 32 6 23 3

1104 1104 (2.5) (15.8) (1.1) (2.4) (2.5) (17.3) (2.1) (5.0)
32 6 3 23 32 6 23 3

1105 1105 (2.5) (15.8) (1.1) (2.4) (2.5) (17.3) (2.1) (5.0)
32 6 3 23 32 6 23 3

1106 1106 (2.5) (15.8) (1.1) (2.4) (2.5) (17.3) (2.1) (5.0)
32 6 3 23 32 6 23 3

1107 1107 (2.5) (15.8) (1.1) (2.4) (2.5) (17.3) (2.1) (5.0)
32 6 3 23 32 6 23 3

1108 1108 (2.5) (15.8) (1.1) (2.4) (2.5) (17.3) (2.1) (5.0)
32 6 3 23 32 6 23 3

1109 1109 (2.5) (15.8) (1.1) (2.4) (2.5) (17.3) (2.1) (5.0)
35 6 7 23 35 6 23 4 3

1110 1110 (2.8) (15.8) (2.4) (2.4) (2.8) (17.3) (2.1) (4.0) (5.0)
40 8 7 25 40 6 25 4 5

1111 1111 (3.1) (21.1) (2.4) (2.6) (3.1) (17.3) (2.3) (4.0) (10.0)
40 8 7 25 40 6 25 4 5

1112 1112 (3.1) (21.1) (2.4) (2.6) (3.1) (17.3) (2.3) (4.0) (10.0)
40 8 7 25 40 6 25 4 5

1113 1113 (3.1) (21.1) (2.4) (2.6) (3.1) (17.3) (2.3) (4.0) (10.0)
40 8 7 25 40 6 25 4 5

1114 1114 (3.1) (21.1) (2.4) (2.6) (3.1) (17.3) (2.3) (4.0) (10.0)
40 8 7 25 40 6 25 4 5

1115 1115 (3.1) (21.1) (2.4) (2.6) (3.1) (17.3) (2.3) (4.0) (10.0)
40 8 7 25 40 6 25 4 5

1116 1116 (3.1) (21.1) (2.4) (2.6) (3.1) (17.3) (2.3) (4.0) (10.0)
40 8 7 25 40 6 25 4 5

1117 1117 (3.1) (21.1) (2.4) (2.6) (3.1) (17.3) (2.3) (4.0) (10.0)
40 8 7 25 40 6 25 4 5

1118 1118 (3.1) (21.1) (2.4) (2.6) (3.1) (17.3) (2.3) (4.0) (10.0)
40 8 7 25 40 6 25 4 5

1119 1119 (3.1) (21.1) (2.4) (2.6) (3.1) (17.3) (2.3) (4.0) (10.0)
40 8 7 25 40 6 25 4 5

1120 1120 (3.1) (21.1) (2.4) (2.6) (3.1) (17.3) (2.3) (4.0) (10.0)
41 8 8 25 41 6 25 5 5

1121 1121 (3.2) (21.1) (2.8) (2.6) (3.2) (17.3) (2.3) (5.1) (10.0)
44 8 8 28 44 6 28 5 5

1122 1122 (3.4) (21.1) (2.8) (2.9) (3.4) (17.3) (2.6) (5.1) (10.0)
44 8 8 28 44 6 28 5 5

1123 1123 (3.4) (21.1) (2.8) (2.9) (3.4) (17.3) (2.6) (5.1) (10.0)
44 8 8 28 44 6 28 5 5

1124 1124 (3.4) (21.1) (2.8) (2.9) (3.4) (17.3) (2.6) (5.1) (10.0)
46 8 8 31 46 6 31 5 5

1125 1125 (3.6) (21.1) (2.8) (3.2) (3.6) (17.3) (2.8) (5.1) (10.0)
46 8 8 31 46 6 31 5 5

1126 1126 (3.6) (21.1) (2.8) (3.2) (3.6) (17.3) (2.8) (5.1) (10.0)

－
1
2
－



46 8 8 31 46 6 31 5 5
1127 1127 (3.6) (21.1) (2.8) (3.2) (3.6) (17.3) (2.8) (5.1) (10.0)

46 8 8 31 46 6 31 5 5
1128 1129 (3.6) (21.1) (2.8) (3.2) (3.6) (17.3) (2.8) (5.1) (10.0)

50 8 9 33 50 7 33 5 5
1130 1139 (4.0) (21.1) (3.4) (3.5) (4.0) (21.9) (3.0) (5.1) (10.0)

53 11 9 33 53 7 36 5 5
1140 1149 (4.2) (28.9) (3.4) (3.5) (4.2) (21.9) (3.3) (5.1) (10.0)

57 11 13 33 57 11 36 5 5
1150 1159 (4.5) (28.9) (4.7) (3.5) (4.5) (32.6) (3.3) (5.1) (10.0)

60 11 13 36 60 11 36 5 8
1160 1169 (4.7) (28.9) (4.7) (3.7) (4.7) (32.6) (3.3) (5.1) (15.0)

64 12 13 40 64 11 41 5 8
1170 1179 (5.1) (31.6) (4.7) (4.1) (5.1) (32.6) (3.8) (5.1) (15.0)

72 12 13 48 72 13 46 5 8
1180 1189 (5.7) (31.6) (4.7) (5.0) (5.7) (40.7) (4.2) (5.1) (15.0)

81 12 14 55 81 17 51 5 8
1190 1199 (6.4) (31.6) (5.3) (5.7) (6.4) (51.5) (4.7) (5.1) (15.0)

191 12 37 143 191 33 142 8 9
1200 1299 (15.1) (31.6) (13.7) (14.8) (15.1) (100.0) (13.0) (8.5) (17.1)

328 13 59 256 328 269 11 15
1300 1399 (25.8) (34.2) (22.1) (26.6) (25.8) (24.6) (12.5) (27.8)

462 13 87 362 462 386 18 25
1400 1499 (36.5) (34.2) (32.4) (37.7) (36.5) (35.3) (20.5) (47.7)

593 16 115 463 593 508 18 34
1500 1599 (46.8) (42.1) (42.7) (48.1) (46.8) (46.5) (20.5) (63.7)

676 19 129 528 676 581 23 39
1600 1699 (53.3) (50.0) (48.0) (54.9) (53.3) (53.2) (25.8) (72.2)

759 22 149 588 759 659 24 43
1700 1799 (59.8) (58.6) (55.6) (61.1) (59.8) (60.3) (27.0) (80.7)

849 23 171 655 849 740 29 48
1800 1899 (67.0) (61.3) (63.8) (68.1) (67.0) (67.6) (32.8) (89.3)

938 25 199 714 938 817 40 48
1900 1999 (73.9) (66.5) (74.0) (74.2) (73.9) (74.7) (45.2) (89.3)

1,269 38 268 962 1,269 1,093 89 53
2000 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

287,699 260,999 283,797 289,842 287,699 197,364 285,164 359,173 276,509
1,762 1,664 1,785 1,760 1,762 1,183 1,748 2,215 1,665
163 152 159 165 163 167 163 162 166
1,175 1,058 1,190 1,193 1,175 1,022 1,200 1,121 1,059
1,240 1,087 1,261 1,243 1,240 1,041 1,277 1,399 1,111
1,393 1,148 1,422 1,389 1,393 1,151 1,410 1,651 1,350
1,651 1,614 1,739 1,630 1,651 1,193 1,651 2,211 1,545
0.1847 0.2924 0.1745 0.1874 0.1847 0.0331 0.1787 0.2395 0.1133

【上段】 累積労働者数 【下段】 累積構成比

月 平 均 賃 金 額

四 分 位 偏 差 係 数

時 間 当 平 均 賃 金 額
月一人当たり労働時間数
第 １ ・ ２ ０ 分 位 数
第 １ ・ １ ０ 分 位 数
第 １ ・ ４ 分 位 数
中 位 数

－
1
3
－



年  度
平成
25 26 27 28 29 30

令和
元 2 3 4 5

未満率 1.7 0.8 0.8 1.7 2.0 1.1 6.4 5.8 2.3 1.6 2.6

影響率 1.8 0.8 1.3 1.9 2.0 1.5 7.3 5.8 3.2 4.6 5.3

時間額(円) 885 899 912 926 941 957 975 976 996 1,018 1,059

引上額(円) 11 14 13 14 15 16 18 1 20 22 41

引上率(％) 1.26 1.58 1.45 1.54 1.62 1.70 1.88 0.10 2.05 2.21 4.03

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
に係る未満率・影響率の推移

【未満率】︓最低賃金額を改正する前に、最低賃金を下回っている労働者割合

【影響率】︓最低賃金を改正した後に、改正後の最低賃金を下回ることとなる労働者割合

1.7

0.8 0.8

1.7
2.0 

1.1 

6.4 

5.8 

2.3 

1.6 

2.6 
1.8

0.8

1.3

1.9 2.0 
1.5 

7.3 

5.8 

3.2 

4.6 

5.3 

0

5

平成

25 26 27 28 29 30
令和

元 2 3 4 5

(％)

(年度)

未満率

影響率
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【中位数】低い方（あるいは高い方）から数えて全体の２分の１番目に該当する者の賃金
【第1・4分位数】低い方から数えて全体の４分の１番目に該当する者の賃金
【第1・10分位数】低い方から数えて全体の10分の１番目に該当する者の賃金
【第1・20分位数】低い方から数えて全体の20分の１番目に該当する者の賃金

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業に係る特性値の推移

25 26 27 28 29 30

令和

元 2 3 4 5 6

時間当平均賃金額 1,706 1,565 1,592 1,597 1,691 1,665 1,547 1,455 1,558 1,696 1,666 1,762

中位数 1,565 1,452 1,437 1,467 1,597 1,563 1,396 1,348 1,441 1,565 1,540 1,651

第1･ 4分位数 1,305 1,230 1,241 1,269 1,321 1,270 1,149 1,168 1,246 1,319 1,322 1,393

第1･10分位数 1,156 1,074 1,090 1,090 1,146 1,143 989 1,045 1,113 1,141 1,161 1,240

第1･20分位数 1,050 988 1,000 1,016 1,047 1,079 924 974 1,069 1,033 1,050 1,175

最低賃金額 885 899 912 926 941 957 975 976 996 1018 1059

885 899 912 926 941 957 
975 

976 996 1018
1059

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700
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令和 5 年度 特定最低賃金決定状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  項目 

都道 

府県名 

鉄鋼業関係 
時間額 日額  発効日 

北 海 道 1,030 －  Ｒ 5. 12. 1 

青 森 992 －  Ｒ 6. 1. 19 

岩 手 949 － 金属製品含む Ｒ 5. 12. 30 

宮 城 1,003 －  Ｒ 5. 12. 15 

茨 城 1,046 －  Ｒ 5. 12. 31 

群 馬 1,017 －  Ｒ 5. 12. 29 

千 葉 1,096 －  Ｒ 5. 12. 25 

東 京 871 －  Ｈ 26. 3. 23 

神 奈 川 874 －  Ｈ 26. 3. 15 

愛 知 1,059 －  Ｒ 5. 12. 16 

三 重 739 5,907  Ｈ 10. 12. 15 

大 阪 1,066 －  Ｒ 5. 12. 1 

兵 庫 1,065 －  Ｒ 5. 12. 1 

和 歌 山 1,050 －  Ｒ 5. 12. 30 

島 根 1,034 －  Ｒ 5. 12. 2 

岡 山 1,050 －  Ｒ 5. 12. 15 

広 島 1,064 －  Ｒ 5. 12. 31 

山 口 1,064 － 非鉄金属を含む Ｒ 5. 12. 15 

福 岡 1,053 －  Ｒ 5. 12. 10 

大 分 1,053 －  Ｒ 5. 12. 25 
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